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～出水期に備えて点検や会議が行われました～

◎ご意見・問い合わせ先
由利本荘市石脇字田尻２９

子吉川出張所
『せせらぎ通信』担当

電話 ０１８４－２２－６３６０

http://www.thr.mlit.go.jp/akita/
→ ＨＯＭＥ → 河川 →

関連情報 「子吉川出張所ＨＰ」

①樋門・樋管の合同点検を実施しました
これからの時期に発生する可能性のある洪水に備えて、水閘門操作員と合同で４月１４日、１５日、１６日の３日

間で各排水樋門・樋管の点検を行いました。子吉川出張所で管理してる子吉川３８カ所、石沢川８カ所を点検し、

ゲート操作等の不具合がないか確認しました。

堤防の損傷につながる行為はしないで！

着工後

②ゴールデンウィーク前の安全利用点検を実施
春を迎え利用が本格化するゴールデンウィークを前に、河川公園など安全に利用していただくため、４月１８日に

施設管理者である由利本荘市と一緒に点検を実施しました。アクアパルやせせらぎパークなど５カ所を点検し、危険

箇所がないことを確認しました。

③子吉川洪水予報・水防・災害情報連絡会を開催しました
４月２２日に、由利本荘市内において、子吉川洪水予報・水防・災害情報連絡会を開催しました。

この会議は子吉川の水害を軽減するための、洪水予報や水防に関する連絡・調整の円滑化を目的として、洪水期を

迎えた４月に毎年実施しているものです。国土交通省、秋田気象台、秋田県、由利本荘市や消防局から２２名出席の

下、連絡体制等を開催確認しました。

子吉川の堤防に植生されている芝などは、洪水や大雨の時に堤防の土砂が崩れないようにする働きがあります。

堤防の芝の上を、車や自転車などで走ったり、芝を焼失させると植生が傷つき、洪水時に堤防が破損する要因になります。

また、堤防を、損傷、焼失させるなどした場合には、河川法により補修費用を負担しなければなりません。このような行為は、絶対に

やめて下さい！！
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